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令和元年度介護報酬改定について 
 

令和元年度の介護報酬改定は、10 月 1 日の消費税率引き上げに伴い、介

護サービス施設・事業所に実質的負担が生じないよう、消費税対応分を補

填するものです。 

また介護職員の確保・定着のための取組をより一層進めるため、現行の

処遇改善加算に加え、介護職員等特定処遇改善加算が創設されました。 

報酬改定による変更点及び参考資料については下記のとおりとなってお

ります。令和元年 10 月サービス分より適用となりますので請求の際はご注

意ください。 

 

記 

 

令和元年度介護報酬改定による変更点 
・指定居宅サービス等の費用（単位数）の上乗せ 

・区分支給限度基準額の引き上げ 

・特定入所者介護サービス費（補足給付）の基準費用額の上乗せ 

・福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の引き上げ 

・介護職員等特定処遇改善加算の創設 

令和元年度介護報酬改定に係る参考資料（厚生労働省から発出され

ている通知）（ＷＡＭＮＥＴよりご覧いただけます） 

・介護保険最新情報 Vol.704（単位数・区分支給限度基準額・補足給付等） 

・介護保険最新情報 Vol.709（福祉用具貸与） 

・介護保険最新情報 Vol.719（介護職員等特定処遇改善加算） 

・介護保険最新情報 Vol.725（福祉用具貸与） 

・介護保険最新情報 Vol.734（介護職員等特定処遇改善加算） 

・介護保険最新情報 Vol.736（介護職員等特定処遇改善加算） 

・介護保険最新情報 Vol.738（介護職員等特定処遇改善加算） 
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